
茅ケ崎市委託事業 介護予防・日常生活支援総合事業担い手研修

入浴や トイレ等は自分で出来るけど、

料理や掃除がつらくなつてきた…

そんな方々を
サポートする仕事です

介護ヘメリ 一ヾの業務とは異なり、比較的介護度の軽度な方々

(要支援 1・ 2)の日常生活をサポートする仕事です。

○業務内容

利用者のご自宅を訪問し、自立した日常生活を行えるよう、

主に料理二洗濯二撮除轟買い物などをサポートします。

○必要な資格

茅ヶ崎市が開催する「担い手研修」

研修」の修了者等 _

「生活援助員

担い手研修
| . _‐ |     ‐ ‐    ■

管理者のしごと

・事業運営
・介護報酬の請求管理

・従業者のシフト管理

・個人情報の管理  etc_

生活援助員研修

等は裏面をご覧ください。

生活援助員のしごと

・料理、洗濯、掃除、買い物

のお手伝い

・その他日常生活のサポー ト
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申込方法
一般社団法人 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会
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茅ヶ崎市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、比較的介護度が軽度な
方々 (要支援 1・ 2)を対象に「身体介護を含まない生活支援サービス (訪問型サービスA)」 や「
緩和された基準によるデイサービス (通所型サービスA)」 を実施しています。

「生測 員石汗僣;」 の修了者は、′＼ノ″く―などの資格がなくても、「訪問型サービスA」 に生活
援助員として従事することができるようになります。

「書旦しヽ 日研修 」の修了者は、「訪問型サービス A」 及び「通所型サービス A」 の従事者としてだ
けでなく、これらの事業所の管理者として従事することができるようになります。生活援助員としてだ
けではなく、事業所の運営にも携わることができます。

※なお、各研修の最終日には、実際に介護の現場で働く方々の声を聴く機会を設けます。

受講申込書
X翠講1在希零する研」l多にチ

=ッ
クを入みてください|

□ 担い手研修 (定員30名程度)

対象

日日寺

訪問型サービス A及び通所型サービスA事業所の

璽整難_■菫麗饉:艶」彙盤盪こK鰹壼盤盤l菫_(16歳以上)

f)不日4年 10月 9日 (日 )9:30-17:00
令不日4年 10月 10日 (祝月)9:00… 17:30

□ 生活援助員研修 (定員30名程度)

対象 :訪問型サービスA事業所で鮭濤援動量として働きたしヽ左 (16歳以上)

日時 :令和4年 12月 17日 (土)9:30-17:00
f)不口4年 12月 18日 (日 )9:30-12:00

※受講を申し込まれる方のお名前等をご記入くださしヽ。なお、本研修修了者には、
に記入 して ください。

住 所

一Ｔ

名 前 生年月 日 年   月   日生 連絡先

【申込み 。問い合わせ先】
‐般社団法人茅ヶ崎介護サ

必要事項をご記入のうえ、 FAXま たはメ■ル にて、

超えた場合) 受講決定者に受講決定通知 ,受講に関す

HPからダウンロ■ドできます。

～感染予防対策～             ~・∫:

・発熱 (3フ .5度以上もしくは、平熱より1度以上高い場合)や風邪症状など体調不良の場合は、参加をご遠慮く

ださい。
・受講する際はマスクを着用 し、手指の消毒をしてください。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況等により開催中止となる場合があります。

・
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